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○ 秩父都市計画に関する公聴会の開催（都市計画課） 

○ ときがわ都市計画に関する公聴会の開催（都市計画課） 

○ 小鹿野都市計画に関する公聴会の開催（都市計画課） 

○ 川口都市計画、さいたま都市計画、上尾都市計画、蕨都市計画及び戸田都市計画下水道

の変更（下水道事業課） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
十
五
号
」
の
下
に
「
並
び

に
第
十
四
条
の
五
第
三
号
ロ
」
を
加
え
る
。 

第
十
四
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
第
三
号
」
を
「
第
三
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
及
び
第
二
号
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
第
十
一
条
第
六
号
又
は
第
七
号
」
を

「
第
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

第
十
四
条
の
二
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
入
居
し
た
者 

次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

イ 

病
気
等
の
事
情
が
存
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

入
居
権
利
者
又
は
当
該
入
居
権
利
者
と
現
に
同
居
す
る
親
族
の
う
ち
に
七
十
歳
以
上

の
者
が
あ
る
こ
と
。 

 

ハ 

条
例
第
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
。 

第
十
四
条
の
五
第
四
号
中
「
（
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
限

る
。
）
」
を
削
り
、
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
六
第
一
号
ロ
中
「
第
三
号
ロ
」
を
「
第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

前
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者 

次
の
う
ち
い
ず
れ
か
短
い
期
間 

 

イ 

起
算
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間 

 

ロ 

建
替
移
行
期
間 

 

ハ 

療
養
等
に
要
す
る
期
間 

第
十
四
条
の
六
第
四
号
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

第
四
条
第
二
項
中
「
同
条
第
二
号
ロ
中
「
条
例
第
十
一
条
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
一
条
第
六
号
」
を
「
同

条
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ハ
中
「
条
例
第
十
一
条
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
特
別
県
営

住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
一
条
第
四
号
」
に
改
め
、
「
、

同
条
第
三
号
中
「
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
特
別
県
営

住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
」

と
、
同
条
第
四
号
中
「
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
特
別

県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号

ロ
」
と
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
九
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県大規模施設等協力金（第５期）支給業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県産業労働部経済対策担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和３年９月30日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  トランス・コスモス株式会社 東京都渋谷区東１丁目２番20号 

５ 契約金額 

  131,666,374円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に該当 

 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
一
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

               
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県感染防止対策協力金（第15期）支給業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県産業労働部経済対策担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和３年９月30日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  トランス・コスモス株式会社 東京都渋谷区東１丁目２番20号 

５ 契約金額 

  263,598,742円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
寄
居
北
店 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
桜
沢
字
南
田
島
二
千
九
百
十
六
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 
橋
本
浩
英 

 
 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番 

外 

計
三
者 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

橋
本
浩
英 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番 

外 

計
三
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
月
二
十
二
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
川
口
新
井
宿
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
西
新
井
宿
字
南
原
八
十
一
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
変
更
前
）
ド
ン
．
キ
ホ
ー
テ
川
口
新
井
宿
店 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
西
新
井
宿
字
南
原
八
十
一
番
一
外 

 
 

（
変
更
後
）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
川
口
新
井
宿
店 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
西
新
井
宿
字
南
原
八
十
一
番
一
外 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ド
ン
．
キ
ホ
ー
テ 

代
表
取
締
役 

安
田
隆
雄 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
―
十
四
―
一 

 
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ 

代
表
取
締
役 

𠮷
田
直
樹 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
元
年
九
月
二
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
川
口
新
井
宿
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
西
新
井
宿
字
南
原
八
十
一
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
三
時 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
三
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
三
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
三
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
五
号 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
姿
地
区
（
農
業
用
た
め
池
緊
急
耐
震
化
対
策
事
業
）
の
工
事
を
令
和
二
年 

 

三
月
二
十
三
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十

三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
、
修
正
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

一
級
河
川
入
間
川(

狭
山
市
柏
原
新
田
地
内
外)

 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
三
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量(

地
図
情
報
レ
ベ
ル
一
〇
〇
〇)

） 

三 

作
業
地
域 

 
 

秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内
の
う
ち
秩
父
市
の
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影)

 

三 

作
業
地
域 

 
 

所
沢
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
草
加
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

草
加
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
草
加
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
号 

 
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
三
年
十
月
四
日
終
了
し

た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
ふ
じ
み
野
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
管
内(

加
須
市)

 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
二
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
〇
―
四
十
六
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
下
柳
字
古
川
端
八
百
八
十
番
一
、
九
百
四
十
二
番
一
、
九
百
四
十
五
番
一 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
百
六
十
一
・
九
三
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

朝
霞 

都
市
計
画 

区
域
名 

朝
霞
市 

  

市
町
村
名 

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」 

「
区
域
区
分
」 

「
道
路
」 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

令
和
四
年
一
月

二
十
日
午
後
二

時
か
ら 

期
日
及
び
時
間 公

聴
会 朝

霞
市
産
業
文

化
セ
ン
タ
ー 

多
目
的
ホ
ー
ル 

場 
 

所 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
午
後

五
時
十
五
分
ま

で 

提
出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
朝
霞
市
都

市
建
設
部
ま
ち

づ
く
り
推
進
課 

提 

出 

先 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
ま
で 

閲
覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
朝

霞
県
土
整
備
事

務
所
、
朝
霞
市

都
市
建
設
部
ま

ち
づ
く
り
推
進

課 

閲
覧
場
所 



 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）400字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

 

 

 

別 記 二 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 令和３年１２月１０日付け埼玉県報に登載された    都市計画        

            の変更の構想に対して、次のとおり意見を述べたいので 

申し出ます。 

 

 

     令和 ３年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 大野 元裕 あて 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

上
尾 

都
市
計
画 

区
域
名 

上
尾
市 

伊
奈
町 

 

市
町
村
名 

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」 

「
区
域
区
分
」 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

令
和
四
年
一
月

十
八
日
午
後
二

時
か
ら 

期
日
及
び
時
間 公

聴
会 上

尾
市
大
谷
公

民
館 

講
座
室
１ 

場 
 

所 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
午
後

五
時
十
五
分
ま

で 

提
出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
上
尾
市
都

市
整
備
部
都
市

計
画
課
、
伊
奈

町
都
市
計
画
課 

提 

出 

先 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
ま
で 

閲
覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
北

本
県
土
整
備
事

務
所
、
上
尾
市

都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
、
伊

奈
町
都
市
計
画

課 

閲
覧
場
所 



 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）400字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

 

 

 

別 記 二 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 令和３年１２月１０日付け埼玉県報に登載された    都市計画        

            の変更の構想に対して、次のとおり意見を述べたいので 

申し出ます。 

 

 

     令和 ３年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 大野 元裕 あて 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

秩
父 

都
市
計
画 

区
域
名 

秩
父
市 

横
瀬
町 

皆
野
町 

市
町
村
名 

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

令
和
四
年
一
月

十
三
日
午
後
二

時
か
ら 

期
日
及
び
時
間 公

聴
会 秩

父
市
歴
史
文

化
伝
承
館 

研
修
室 

場 
 

所 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
午
後

五
時
十
五
分
ま

で 

提
出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
秩
父
市
地

域
整
備
部
都
市

計
画
課
、
横
瀬

町
建
設
課
、
皆

野
町
建
設
課 

提 

出 

先 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
ま
で 

閲
覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
秩

父
県
土
整
備
事

務
所
、
秩
父
市

地
域
整
備
部
都

市
計
画
課
、
横

瀬
町
建
設
課
、

皆
野
町
建
設
課 

閲
覧
場
所 



 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）400字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

 

 

 

別 記 二 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 令和３年１２月１０日付け埼玉県報に登載された    都市計画        

            の変更の構想に対して、次のとおり意見を述べたいので 

申し出ます。 

 

 

     令和 ３年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 大野 元裕 あて 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

と
き
が
わ 

都
市
計
画 

区
域
名 

と
き
が
わ

町 市
町
村
名 

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

令
和
四
年
一
月

十
七
日
午
後
二

時
か
ら 

期
日
及
び
時
間 公

聴
会 都

幾
川
公
民
館 

講
座
室 

場 
 

所 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
午
後

五
時
十
五
分
ま

で 

提
出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
と
き
が
わ

町
建
設
環
境
課 

提 

出 

先 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
ま
で 

閲
覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
東

松
山
県
土
整
備

事
務
所
、
と
き

が
わ
町
建
設
環

境
課 閲

覧
場
所 



 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）400字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

 

 

 

別 記 二 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 令和３年１２月１０日付け埼玉県報に登載された    都市計画        

            の変更の構想に対して、次のとおり意見を述べたいので 

申し出ます。 

 

 

     令和 ３年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 大野 元裕 あて 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

小
鹿
野 

都
市
計
画 

区
域
名 

小
鹿
野
町 

市
町
村
名 

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

令
和
四
年
一
月

十
二
日
午
後
二

時
か
ら 

期
日
及
び
時
間 公

聴
会 小

鹿
野
文
化
セ

ン
タ
ー 

大
会
議
室 

場 
 

所 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
午
後

五
時
十
五
分
ま

で 

提
出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
小
鹿
野
町

建
設
課 

提 

出 

先 

令
和
三
年
十
二

月
十
日
か
ら
令

和
三
年
十
二
月

二
十
四
日
ま
で 

閲
覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
秩

父
県
土
整
備
事

務
所
、
小
鹿
野

町
建
設
課 

閲
覧
場
所 



 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）400字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

 

 

 

別 記 二 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 令和３年１２月１０日付け埼玉県報に登載された    都市計画        

            の変更の構想に対して、次のとおり意見を述べたいので 

申し出ます。 

 

 

     令和 ３年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 大野 元裕 あて 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
川
口
都
市
計
画
、
さ
い
た
ま
都
市
計
画
、
上
尾

都
市
計
画
、
蕨
都
市
計
画
及
び
戸
田
都
市
計
画
下
水
道
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

川
口
都
市
計
画
、
さ
い
た
ま
都
市
計
画
、
上
尾
都
市
計
画
、
蕨
都
市
計
画
及
び
戸
田
都
市
計

画
下
水
道
荒
川
左
岸
南
部
流
域
下
水
道 

二 

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

追
加
す
る
部
分 

 
 

 

な
し 

 

ロ 

削
除
す
る
部
分 

 
 

 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
二
丁
目
の
一
部 


	Kenpo268
	t268_20211210-001i17859comp
	t268_20211210-002i17848comp
	t268_20211210-003i17862comp
	t268_20211210-004i17867comp
	t268_20211210-005i17849comp
	t268_20211210-006i17850comp
	t268_20211210-007i17851comp
	t268_20211210-008i17841comp
	t268_20211210-009i17852comp
	t268_20211210-010i17853comp
	t268_20211210-011i17854comp
	t268_20211210-012i17855comp
	t268_20211210-013i17856comp
	t268_20211210-014i17868comp
	t268_20211210-015i17827comp
	t268_20211210-016i17843comp
	t268_20211210-017i17844comp
	t268_20211210-018i17845comp
	t268_20211210-019i17846comp
	t268_20211210-020i17847comp
	t268_20211210-021i17842comp

